
標準文書保存期間基準（保存期間表）（知的財産高等裁判所裁判部） 　

1 訟務に関す
る事項

訟務一般に関する業
務

事件の受付及び分
配，開廷場所の指
定，法廷警備その他
の訟務一般に関する
連絡文書

一時的通達 訟務(事務) 訟務一般 訟務一般（○○年度） ５年

民事に関する業務 民事実体法及び民事
訴訟，人事訴訟，民
事非訟，民事執行，
破産，民事再生，人
身保護その他の民事
に関する連絡文書

一時的通達 民事 民事（○○年度） ５年

行政事件に関する業
務

行政事件に関する連
絡文書

一時的通達 行政事件 行政事件（○○年度） ５年

事件報告に関する業
務

裁判，審判及び調停
の事件報告に関する
連絡文書

一時的通達，報告文書 事件報告 事件報告(○○年度) ５年

事件記録の保存に関
する業務

事件記録の保存に関
する連絡文書

一時的通達 記録保存 記録保存（○○年度） ５年

記録廃棄（○○年度） ５年

特別保存（○○年度） ５年

訟廷事務等に関する
業務(その他)

ア 最高裁からの連絡文
書，事件記録の廃
棄，検査等に関する
文書
訟廷事務に関する業
務についての一時的
文書

連絡文書，一時的通
達，通知文書，送付書

連絡文書 連絡文書等(○○年度) ５年
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事項 業務の区分
業務に係る司法行政文書
の類型

司法行政文書の具体例

分類

保存期間
大分類 中分類

名称
（小分類）



イ 最高裁からの裁判書
の送付，事件関係の
案内書の配布に関す
る文書，事件処理シ
ステムに関する文書
訟廷事務に関する業
務についての一時的
文書，国際司法共助
(嘱託・受託)に関す
る文書，裁判員関
係，官公署等からの
照会(行政共助)に関
する文書
国を当事者とする訴
訟に関し提訴予告通
知が送付された場合
の提訴予告通知に関
する文書

最高裁の判決書，行政
共助，捜査関係事項照
会，外国司法送達共
助，調査嘱託依頼書，
照会書，調査票，嘱託
書，回答書，事務連
絡，国を当事者とする
訴訟に関し提訴予告通
知が送付された場合の
法務省又は担当法務局
からの通知，資料調査
回答書，予告通知書の
写し，民事訴訟法第１
３２条の２第１項によ
る提訴前照会，同回答
書，民事訴訟法第１３
２条の４第１項による
提訴前証拠収集処分の
申立書

判決書等写し，
調査回答書

事件結果連絡（○○年度） １年

２ 会計に関す
る事項

役務に関する業務 録音反訳の実施に関
する文書

録音反訳方式利用事件
一
覧、発注書、納品書、
完成通知書

会計（事務） 役務（録音反
訳）

録音反訳業務（○○年度） ５年

会計に関する業務
（その他）

ア 会計に関する業務に
ついての一時的文書

一時的通達 連絡文書 連絡文書（○○年度） ５年

イ 会計に関する業務に
ついての一時的文書

交換簿 交換簿 交換簿（○○年度） １年

３ 裁判統計に
関する事項

裁判統計の運用に関
する業務

裁判統計に関する連
絡文書

一時的通達 統計(事務) 連絡文書 連絡文書（○○年度） ５年

統計の作成に関する
業務

裁判統計作成上の基
礎となる文書

資料文書 資料 資料（○○年度） ３年

裁判統計に関する業
務(その他)

裁判統計に関する業
務についての一時的
文書

一時的通達，統計シス
テム関係事務連絡

統計システム関
係事務連絡等

統計システム関係事務連絡等
(○○年度)

５年



４ 庶務に関す
る事項

⑴ 会同又は会議に関す
る業務

ア 会同又は会議の開催
に関する重要な経緯

開催通知 庶務(事務) 会同，会議 専門委員実務研究会(○○年度) ３年

イ 会同又は会議に提出
された文書

配布資料

知財高裁研究会(○○年度) ３年

ウ 会同又は会議の結果
が記録された文書

議事録，結果報告書

⑵ 事件報告に関する業
務

事件(要報告裁判事件
を除く。)の報告に関
する連絡文書

一時的通達 事件報告 事件報告等（○○年度） ５年

⑶ 文書の管理に関する
業務

ア 文書の管理に関する
連絡文書

一時的通達 文書(連絡文書) 文書(連絡文書)(○○年度) ５年

イ 文書の廃棄の意思決
定が記載された文書

廃棄目録 文書(廃棄) 文書(廃棄)(○○年度) ５年

ウ 文書の保存期間等が
定められた文書

標準文書保存期間基準
（保存期間表）

文書(保存期間基
準)

文書(保存期間基準)(○○年度) ５年

エ
めによる廃棄した短
期保有文書に係る業
務の類型及び廃棄を
した日の記録

廃棄記録 文書(廃棄記録) 文書(廃棄記録)(○○年度) ５年

オ 庶務帳簿 国庫立替簿 庶務帳簿 国庫立替簿(○○年度) ３年



⑷ 情報化及び情報セ
キュリティに関する
業務

情報化及び情報シス
テムの一時的な運用
等に関する文書、情
報セキュリティに関
する届出、許可等に
関する文書

通知，周知文書，届出
書，許可書，申請書，
報告書，複製用記録媒
体管理簿

情報（届出等） 情報（○○年度） １年

⑸ 庶務に関する業務
（その他）

ア 司法行政文書開示申
出に関する文書，保
有個人情報の開示申
出に関する文書

開示申出の対象となっ
た短期保有文書

開示 開示申出関係文書（○○年度） １年

イ 庶務に関する業務に
ついての一時的文書

送付書、受領書、通
知、書簡、周知文書

連絡文書 連絡文書（○○年度） １年

ウ 庶務帳簿 警備腕章貸出簿 庶務帳簿 警備腕章貸出簿（○○年度） ３年

エ 東京高等裁判所ポー
タルサイトに関する
文書

東京高等裁判所ポータ
ルサイト掲載用資料

東京高等裁判所
ポータルサイト
掲載用資料

東京高等裁判所ポータルサイト
掲載用資料（知財高裁裁判部
分）

常用

⑹ 出張に関する業務 出張に関する連絡文
書

出張先に送付する文書 出張連絡 出張連絡（〇〇年度） １年

（注）
　１　「事項」は，司法行政文書を作成すべき事項を，業務ごとに記載する。
　２　「業務の区分」は，事項に係る業務をその段階ごとに区分して記載する。
　３　「業務に係る司法行政文書の類型」は，２により区分された業務に係る司法行政文書を類型化して記載する。
　４　「司法行政文書の具体例」は，２により区分された業務において，法令により作成が義務付けられている司法行政文書，慣行により作成されている司法行政文書等を記載する。


